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調整に係る議事録の概要（平成２３年１２月２８日現在）  

 

１ 第１回調整（平成２０年４月９日）  

①出席者＝都市整備課（加藤、伊藤） 企業立地推進室（武田、渡邊）  

②都市整備課  

・区画整理事業＝資料を基に説明（資料請求１）  

・当麻は無理、調整地区は不可能、区画整理は平成２５年以降、平成２３

年は無理。  

③企業立地推進室  

・ＳＴＥＰ５０の新設を説明  

④結果＝可能性について、更に検討を進める。  

 

２ 第２回調整（平成２０年７月２日）＝企業訪問  

３ 第３回調整（平成２０年１２月２４日）  

①出席者＝都市整備課（加藤、伊藤、他１名） 企業立地推進室（武田） 

②企業立地推進室  

・申請書受付は、法的に工場建設が可能な状況でなければ不可  

・先行取得用地は、奨励の対象外でインベスト神奈川も同様 

・現状では用地費は除外 

・資料請求２＝ラッシュが持参した事業スケジュール  

・資料請求３＝別添資料  

 

４ 第４回調整（平成２１年１０月６日）＝ラッシュから相談  

①宛先＝拠点整備課（伊藤課長、長沼）  

②相談の内容  

・前提条件が門前払の印象で、説明内容が覆る（重要事項）  
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・企業立地推進室＝既得土地の助成は不可能と主張（今後も不変予想）  

・県企業誘致室＝市街化編入確実との確証なく、申請受付不可能  

 

５ 第５回調整（平成２１年１２月８日）  

①出席者＝拠点整備課（伊藤課長他２名） 企業立地推進室（渡邊課長、

原田）  

②企業立地推進室（渡邊課長）の説明（資料請求４＝想定資料、別添資料）  

・転売して購入した土地（再取得）は、奨励金の対象外  

・事業着手＝事業計画提出後５日以降の契約（土地、測量、設計契約）  

③拠点整備課  

・区画整理事業を想定した中で情報提供していくことは可能で協力する  

・区画整理の資料、市の土地利用の方針等提供（資料請求５＝提供資料） 

・伊藤課長＝これまでのＳＴＥＰ５０のやり取り報告  

④結論＝１月末を目処に事業計画を作成する  

 

６ 第６回調整（平成２２年２月３日）  

（拠点整備課訪問後に、企業立地推進室に立寄り時のラッシュの要望）  

①県は、市作成の市街化編入の時期を担保する書類（資料請求６）を要望  

②ラッシュ社としては、これ以上どうしようもない  

③拠点整備課から、明確な返事がない、どうしたらよいか  

④企業立地推進室から、県に何らかのアクションを願う  

⑤市の怠慢で、県の制度（インベスト神奈川）が利用できない恐れがでる  

⑥とりあえず、県及び拠点整備課と確認する  


